
 
 
 
 
 

 
               
 

            

            
保
育
園
を
含
め
た
福
祉
施
設
で
は
、

「
人
手
不
足
」
の
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。 

 

保
育
士
の
募
集
に
対
し
、
応
募
者
が

以
前
よ
り
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

保
育
士
に
な
り
た
い
人
も
減
っ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
近
隣
自
治
体
と
保
育
士

の
取
り
合
い
に
な
っ
て
い
る
現
状
も
あ
る

よ
う
で
す
。 

 

「
育
児
休
業
者
」
は
、
こ
れ
ま
で
は
、

会
計
年
度
任
用
職
員
で
代
替
さ
れ
て
い

て
、
正
規
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
（
保
育

園
で
は
特
に
7
―
７
当
番
な
ど
）
が
厳

し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
為
、
「
育
休

代
替
を
正
規
で
」
と
交
渉
し
て
き
ま
し

た
が
、
船
橋
市
の
定
数
条
例
で
、
「
育
休

者
」
も
定
数
と
な
っ
て
い
て
そ
れ
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
令
和
6
年
3
月
22
日

の
議
決
で
、 

「
船
橋
市
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
35
年

船
橋
市
条
例
第
16
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

『
育
児
休
業
の
取
得
促
進
等
に
伴
う

業
務
執
行
体
制
の
確
保
の
た
め
、
定
数

外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条

例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

次
に
掲
げ
る
職
員
は
、
定
数
外
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

(

1) 

地
方
公
務
員
法(

昭
和
25
年
法

律
第
２
６
１
号)

第
28
条
第
2
項
の
規

定
に
よ
り
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
職

員 ２
休
職
者
が
休
職
を
解
か
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
定
数
を
超
え
る
者
と
な
っ
た
と

き
は
、
そ
の
者
を
定
数
外
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

(

2) 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
法
律(
平
成
3
年
法
律
第
１
１

０
号)

第
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
』
」 

と
な
り
、
「
定
数
外
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、

「
育
休
代
替
を
正
規
で
」
が
可
能
な
状

況
と
な
り
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
、
組
合
で
言
い
続
け
て
き
た
成

果
が
実
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
今
回
強
く

要
求
し
て
い
ま
す
。 

 

育
休
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
正
規
職
員

で
育
休
代
替
が
入
ら
な
い
こ
と
は
、
条

例
違
反
と
な
り
ま
す
。 

 

育
休
代
替
に
つ
い
て
は
、
正
規
職
員
で

配
置
さ
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！
」 

  

保
育
園
に
お
い
て
は
、
４
月
よ
り

変
更
さ
れ
て
い
る
「
職
員
配
置
基
準
」

の
変
更
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
要
求

し
ま
し
た
。 

「
い
つ
ま
で
に
変
更
す
る
の
か
」
と

聞
き
ま
し
た
が
、
期
間
に
つ
い
て
は

明
言
を
避
け
た
の
で
、「
こ
の
ま
ま
ズ

ル
ズ
ル
と
の
ば
す
の
か
」
と
反
論
し

ま
し
た
。「
そ
れ
は
な
い
」
と
の
回
答

で
し
た
。 

      

 

2024 年 6 月 6 日（木） 

６９１号 

船橋市職労福祉支部 

発行責任者  村上はつみ 

５
月
21
日
（
火
）
総
務
部
長
交
渉
が
あ
り

ま
し
た
。
組
合
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を

出
し
、
交
渉
に
臨
み
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、

「
ふ
な
み
ち
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

第
36
回
福
祉
施
設
支
部
総
会 

開
催 

 

6
月
13
日
（
木
） 

18
時
～ 

勤
労
市
民
セ
ン
タ
ー 

第
１
・
２
講
習
室 



  
２０２４年度 「児童福祉法」改正のポイント 

 
２０２４年の児童福祉法改正では、子育て支援や自立支援、障がい児への支援が強化されます。 
子育て世帯が相談しやすい相談支援機関等新たな機関が設置されるようになり、今後はこうし

た機関と保育園の連携が必要になるかもしれません。 
 
①こども家庭センター、相談機関の設置 
  虐待や貧困などの問題を抱えたこども・保護者を支援する「こども家庭総合支援拠点」 
  妊産婦や乳幼児の保護者の相談機関「子育て世代包括支援センター」を一体化し、支援の

必要な家庭の見落としを防ぐ 
②家庭支援事業の強化 
  保育園では、「家庭支援」の業務が増える事が予想されます。「子育て世帯が相談しやすい

相談支援機関を保育園に整備すること」という内容が含まれています。 
  「相談支援機関」が保育園と別の機関なのか、保育園側で設置するかはは不明ですが、連

携して保護者を支援する機会が増えそうです。 
③障がい児支援の質の底上げ 

「幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援を行う」「地域の障がい児通所支援事業

所に対して支援内容の助言・援助を行う」児童発達支援センターの役割・機能を明確化し、

適切な発達支援の提供に繋げます。 
④児童養護施設の年齢制限の撤廃 
  児童養護施設や自立援助ホームに入所している児童が上限年齢に達すると支援を打ち切ら

れていました。退所するときに「生活費や学費に不安がある」との意見が多くあり、今後

２０歳以降、児童自立生活援助事業を活用して、必要とされる時期まで自立支援が受け続

けられるようになります。 
⑤児童相談所支援の強化 
  民間との協働で「親子再統合の事業の実施」や新たな児童福祉施設として「里親支援セン

ター」を創設します。 
  児童相談所入所措置時や一時保護のとき、児童に取って最善を考慮し、児童の意見・意向

を加味した措置となるよう「児童の意見聴取」を行う事となりました。 
⑥こどもの「一時保護」の判断に司法が介入 
  一時保護の判断の適正性や手続きの透明性確保のため、一時保護開始時の司法審査が導入

されます。一時保護開始時に、親権者の同意がある場合を除き、保護開始から７日以内に

裁判官に「一時保護状」の請求手続きが設けられました。 
⑦虐待などに関するあらたな資格「こども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」の設置 
  「こども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」という新たな資格が新設されます。児童虐

待を受けた児童の保護対応について、十分な知識・技術を有する専門家で、国の基準を満

たした認定機関が認定した研修等を経て取得できる資格で、資格取得には一定の実務経験

や研修の終了、試験の合格が必要となる予定です。 
⑧児童をわいせつ行為から守る環境整備 
  児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うと共に、ベビーシッター等

に対する業務停止命令等の情報を公表・共有します。 


